
原議保存期間1 0年

(令和12年12月31日まで）

事 務 連 絡

令和2年1月29 日

警察庁長官官房首席監察官

皇宮警察本部長

各管区警察局長

各都道府県警察の長

殿

令和元年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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注本統計は、令和元年中の警察に係る争訟事件について、平成28年12月27日付け警察庁丙人発第190号「訟務関係統計

資料の定期報告要領の制定について（通達)」に基づく都道府県警察からの報告等により作成したものである。

なお、様式1－1については、国（国家公安委員会・警察庁）を当事者とする事件を含んでいる。
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様式2－1

告訴・告発事件等調
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告訴。告発事件等調
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告訴・告発事件等調
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様式3－1

人権侵犯事件調
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様式4

行政不服申立事件調
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